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１ 枚方市市有建築物保全計画の基本的な考え方 

 

１－１ 計画の目的 

枚方市では、市庁舎をはじめ福祉施設や生涯学習市民センターなど主に市民が利用す

る市有建築物について、それらの安全性及び機能性を維持し延命化を図るとともに、維

持補修等に係る経費の将来的な見通しを把握し、財政負担の平準化を図りながら、長期

的・計画的な視点で保全していくため、平成 23 年(2011 年)4 月に「枚方市市有建築物

保全計画（以下、保全計画という。）」を策定しました。 

 

保全計画では、対象とする市有建築物の保全が一巡する期間を考慮し、実施期間を平

成 23 年度(2011 年度)から令和 12 年度（2030 年度)の 20 年間としており、第Ⅰ期から

第Ⅳ期に区分したうえでおおむね５年ごとに実施検証等を行い、次期 5 か年の計画を見

直すこととしています。 

 

このため令和 7 年(2025 年)8 月には、令和 3 年度(2021 年度)から取り組みを進めて

きた第Ⅲ期実施計画の実施状況の検証及び保有施設の精査を行い、この検証等の結果を

踏まえて次期 5 か年の第Ⅳ期実施計画（令和 8 年度(2026 年度)～令和 12 年度(2030 年

度)）の取りまとめを行いました。 

 

今後も計画的な改修工事を第Ⅳ期実施計画に基づき着実に進めることで、引き続き安

全で快適な市有建築物の維持保全に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

枚枚方方市市市市有有建建築築物物保保全全計計画画  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平 成成 22 33 年年 ４４ 月月  

枚枚    方方    市市 
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枚方市市有建築物保全計画（平成 23 年 4 月策定） 



 

 

１－２ 計画の位置づけ 

保全計画は、「第 5 次枚方市総合計画基本計画（平成 28 年(2016 年)3 月策定）」にお

いて、持続可能な行財政運営を進める施策として位置づけています。 

また、国のインフラ長寿命化計画に基づき、その行動計画として策定された「枚方市

公共施設マネジメント推進計画(平成 29 年(2017 年)3 月策定)」では、個別施設の長寿

命化計画に対応するものとして位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１－３ 計画の概要 

（１）計画内容 

保全計画とは、対象市有建築物（ⅰ）の経過年数や劣化状況を基に、保全サイクル（ⅱ）

の期間や維持補修費用の平準化を考慮し、建物の部位別に改修や更新の時期及び概算費

用を 20 年間の計画として取りまとめたものです。 

そのなかで、第Ⅳ期実施計画の期間における各年度の具体的な実施内容については第

3 章で示しています。  

 
（ⅰ）対象市有建築物…今後、新たに市有建築物を建築したものや建替え･リニューアルが完了したものにつ

いては、適宜、本計画の対象に追加します。また、時代の変化に伴い施設としての役

目を終える施設や、市民･行政ニーズへの対応など総合的観点から建替えを行う施設

については、その残存期間を適正に維持保全できるよう計画の見直しを行います。 
（ⅱ）保全サイクル…対象とする市有建築物の各部位について、改修及び更新が一巡する期間を意味します。 

-3- 

枚方市市有建築物保全計画 

【本市における公共施設マネジメントの取り組み】公共施設マネジメント推進計画 個別実施計画（総合編）P.1 



 

 

（２）保全の定義と基本的な考え方 

保全計画で用いる「保全」の定義については、建築当初の性能から時間経過とともに

機能の低下が進んでいく建築、電気及び機械のそれぞれ部位ごとに適時、適切な改修等

を施すことにより、市有建築物の安全性及び機能性を維持することとしています。 

そのため、美観向上の内装改修や用途変更、利便性向上の改造等は、投資的・政策的

な改修のため保全計画に含まないこととしています。 

また、保全計画においては、建築当初の用途、性能及び機能を維持するための回復を

図る「維持保全」を行うとともに、建物の部位や設備の種類ごとに決められた周期に基

づき、定期的に保全する「予防保全」を基本的な考え方としています。 

 

（３）対象市有建築物 

保全計画が対象とする市有建築物は、多数の市民等が利用しているものを中心に、そ

の設置目的や施設規模等を踏まえたうえで、学校施設、特殊な用途であるごみ処理施設

等のプラント施設及び上下水道施設等を除いた、原則として延べ面積 100 ㎡以上の建

物としています。 

また、第Ⅳ期実施計画においては、当初の保全計画で対象外としていたもので、現状

の用途や規模を勘案し対象とすべきと判断されるものを新たに対象として加える等の

見直しを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）保全計画の実施期間 

保全計画の実施期間は、対象とする市有建築物の保全サイクルや財政負担の平準化を

考慮し、以下のとおり設定しています。 

 

 

なお、計画を進めていくうえで、現時点では想定できない建物部位の劣化状況や、施

設運営上の調整のほか、各工事の設計及び工期･工法等の具体的な精査の結果等により

合理的な理由が認められる場合については、実施年度を見直すものとしています。  

 保全計画の実施期間：20 年間（平成 23 年度(2011 年度)～令和 12 年度(2030 年度)） 
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保全計画の対象市有建築物 



 

 

（５）実施状況の検証及び見直し 

保全計画の実効性を確保するため、おおむね 5 年ごとに実施検証等を行い、その結果

を踏まえて次期 5 か年の計画を見直すこととしており、この度第Ⅲ期実施計画の検証結

果を踏まえて第Ⅳ期実施計画を取りまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４ 計画の推進 

（１）着実な計画の実施 

保全計画において、市有建築物を長期的かつ計画的に保全していくためには、保全計

画の「実効性
・ ・ ・

」はもとより、「①保全計画の実行性
・ ・ ・

確保」を図る必要があること、それ

を可能とする「②財源の確保」及び「③実施体制の整備」が大変重要です。 

これらは、いずれが欠けても保全計画を着実に実施していくことのできない、いわゆ

る三位一体のものであり、それぞれの計画推進に関する内容について以下に示していま

す。 
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三位一体による計画推進 



 

 

① 保全計画の実行性確保 

保全計画は、不特定多数の市民等が利用する市有建築物の安全性及び機能性を維持し

延命化を図るため、主に技術的視点から総合的にまとめています。 

具体的には、保全計画の策定及び工事の実施にあたり対象市有建築物の資料調査及び

老朽度調査（現地調査）に基づく現状及び過去の工事履歴の把握をはじめとして、「計

画保全システム」による関連情報のデータベースの活用を行うことにより財政負担の平

準化を行っています。 

さらに今回取りまとめた第Ⅳ期実施計画は、第Ⅲ期実施計画における実施状況等の検

証結果を踏まえ、より実行性の高い計画となるよう必要な見直しを行っています。 

 

② 財源の確保 

保全計画の実行性を確保するための手段として、まずは本市の長期財政見通しを踏ま

えながら、保全計画における計画期間の維持保全費用を確保する必要があります。 

今後も財政担当部署、営繕部署及び施設所管部署が連携し、毎年度必要となる財源を

確実に確保していくとともに、「枚方市施設保全整備基金」を有効に活用することなど

により保全計画の着実な推進に努めます。 

また、各種補助事業など有利な財源を確保する手段がある場合は、それらを有効に活

用します。 

 

③ 実施体制の整備 

保全計画に沿った財源確保に加えて、それを実施する体制整備が保全計画の実行性を

確保するためには重要です。 

このため、営繕部署において市有建築物の全体的な維持保全を所管し、保全計画を組

織として推進していくことのできる体制整備を進めてきました。 

特に保全計画では、相当数に上る市有建築物について、劣化状況等を常に把握しなが

ら毎年度に行う改修･更新工事を着実に進めていくことが求められています。そのため、

保全計画に基づく設計・工事を実施する営繕部署が、施設所管部署と連携して各市有建

築物の使用状況を把握したうえで、技術的な視点から計画的な保全を進めています。 
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（２）関係部署の連携 

保全計画を確実に推進するためには、施設所管部署、営繕部署そして財政担当部署が

相互かつ密接に連携して取り組んでいく必要があります。 

下図は関係部署の連携の体系図を示しており、主な流れとして、工事実施の前年度は

営繕部署と施設所管部署で概算事業費の協議、施設所管部署から財政担当部署への予算

要求、財政担当部署と営繕部署との技術的視点等に基づく協議を行い、査定後に市議会

の議決を経て改修等の予算が成立します。工事実施年度に入った段階で、施設所管部署

から営繕部署への改修工事等の実施要請に基づき、改修・更新工事を実施しています。 

 

 

  関係部署の連携の体系図 
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また、安全で快適な施設を維持するためには、保全計画の着実な実施に加えて、施設

所管部署が行う日常点検などを通じ、施設の劣化や損傷の早期発見に努め、適切にメン

テナンスを行うことが重要です。これにより事故を未然に防止できるだけでなく、保全

計画による改修・更新工事の費用の抑制にも繋がります。 

そのため、関係部署の連携をより密にし、日常点検の充実を図る取り組みを進めてい

ます。 

 

 

  
 

（参考）枚方市施設自主点検マニュアルの活用 

 

施設所管部署においては、点検を適切に行いながら施設の状態を常に把握して

おくことが必要であり、そのうえで営繕部署との連携により適切な保全に繋げて

いくことが不可欠です。 

そのため本市では、施設所管部署の担当者が自主的に行う点検業務を的確かつ

効率的に実施できるよう、「枚方市施設自主点検マニュアル」を作成し、施設所

管部署と営繕部署が連携し取り組みを進めています。 
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第２章 第Ⅲ期実施計画の検証とその対応 
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２ 第Ⅲ期実施計画の検証とその対応 

 

第Ⅲ期実施計画（令和３年度(2021 年度)～令和７年度(2025 年度)）の実施状況の検

証によって、保全の実施による施設不具合の改善効果を確認しており、引き続き保全

に取り組んでいくことが必要です。 

また、検証で整理した課題及びその対応については、第Ⅳ期実施計画へ適切に反映

させて保全計画の実行性を確保します（３－１ 第Ⅳ期実施計画の取り組みの方針に

記載）。 

 

２－１ 〈検証１〉実績について 

【実績額】 

第Ⅲ期実施計画について、計画額に対する実績額を算出した結果、おおむね計画額通

りの実績額となりました。 

令和 5 年度(2023 年度)は、市立ひらかた病院の換気、給水、衛生具及び排水の改修

工事実施にあたり、点検結果に基づく対象設備の老朽度合いや健全度等の検証を踏まえ

て、改修工事の時期を見直したため、計画額と実績額の比較に乖離が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※ 令和 3 年度(2021 年度)から令和 6 年度(2024 年度)は修繕料を含む決算額を計上 

※ 令和７年度(2025 年度)は実施段階のため令和 7 年度(2025 年度)当初予算額を計上 

※ 以下の２事業は別途実施中 

 ・枚方市立総合福祉会館 ESCO 事業  （令和 7 年度設計工事） 

 ・市有施設照明設備改良事業（ひらかたゼロカーボン推進事業） 

                   （令和７～９年度設計工事） 
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【実績件数】 

第Ⅲ期実施計画について、計画件数に対する実績件数を算出しました。その結果、第

Ⅲ期実施計画期間（令和 3 年度(2021 年度)～令和 7 年度(2025 年度)）について、計画

件数の 9 割以上の実施となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 〈検証２〉主な取り組み 

① 枚方市立総合福祉会館 ESCO 事業 

「枚方市役所 CO₂削減プラン」に基づき、空調機器の改修時に「高効率空調設備」

の導入、「ESCO 事業」の活用により施設の省エネルギー化を推進しています。 

保全計画において令和 9 年度(2027 年度)及び令和 10 年度(2028 年度)に改修予定と

なっていました、受変電設備や電灯・コンセント設備、屋根の改修工事を一体的に実

施することで、施設利用者への影響を最小限に抑制しています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 保健センター本館・別館外壁他改修工事 

・令和５年度に外壁と屋根の改修工事を実施しました。 

 

 

 

※ 計画件数は工事の実施が必要な項目を計上 

※ 実績件数は修繕を含まない 

※ 令和７年度(2025 年度)は前述の【実績額】に相当する件数を計上 

令和 7 年度設計工事 

令和 5 年度工事 -11- 

枚方市立総合福祉会館 ESCO 事業の改修概要(保全計画は令和 6 年時点) 



 

 

③ 教育文化センター屋根・外壁他改修工事 

屋根、外壁、内部建具及び内装の改修工事を併せて 

実施しました。 

 

 

 

 

④ 市有施設照明設備改良事業 

（ひらかたゼロカーボン推進事業） 

照明設備の LED 化：14 施設の実施を進めています。 

蛍光灯の製造中止も見据えつつ、「枚方市役所 CO₂ 

削減プラン」に基づき、LED 化により市有建築物の 

省エネルギー化を推進しています。 

 

 

⑤ 枚方市総合文化芸術センター別館(旧メセナひらかた会館)改修工事 

総合文化芸術センターの別館として改修しました。 

外壁、屋根、内装、受変電設備、給水設備、消火設備等 

の改修工事を併せて実施しました。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 枚方宿鍵屋資料館門改修工事 

枚方宿鍵屋資料館主屋・別棟防災設備更新工事 

当施設の別棟は令和５年度(2023 年度)に国の登録有形 

文化財に登録されました。 

防災設備と門の改修工事を実施しました。 

 

 

 

⑦ 渚市民体育館ドームアリーナ床改修他工事 

結露対策のための内装（天井）と電灯設備の改修工事 

（LED 化）・空調設備の更新工事を併せて実施しました。 

 

令和 3 年度工事 

令和 7 年度～令和 9 年度設計工事 

令和 3 年度工事 

防災設備更新工事：令和 3 年度工事 
門改修工事：令和 5 年度工事 

令和 7 年度工事 -12- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 第Ⅳ期実施計画 
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３ 第Ⅳ期実施計画 

 

３－１ 第Ⅳ期実施計画の取り組みの方針 

① <第Ⅳ期策定にあたっての課題> 
 

ⅰ） 課 題 等 
保全計画の対象施設について、現状の使用用途と劣化状況を

踏まえて、計画的な保全の対象施設の検証が必要。 

 

 

対 応 
利用形態や老朽度合を踏まえ、計画的な保全が必要な施設を

追加します。 

【追加対象施設】 

 

ⅱ） 課 題 等 社会情勢に即した工事費の対応が必要。 

 

 

対 応 
近年の価格高騰等を施設ごとの年度別保全計画に反映 

します。 

 

② <第Ⅳ期実施にあたっての課題> 
 

ⅰ） 課 題 等 保全計画の柔軟かつ効率的な運用が必要。 

 

 

対 応 施設毎の状況を踏まえて最適な保全手法を検討します。 

 

ⅱ） 課 題 等 事業財源の確保が必要。 

 

 

対 応 

各種補助事業や、起債制度の有効な活用、企業版ふるさと 

納税など新たな財源を確保し、効率的に保全計画の実施を 

進めます。 

ひらかた夢工房（穂谷川清掃工場旧管理棟）、総合文化芸術センター本館、 

中宮老人作業所、自転車駐車場（枚方市駅東・枚方市駅西・枚方公園・光善寺・ 

香里園町）、やすらぎの杜、東部清掃工場（管理棟）、希釈放流センター（管理棟）、

穂谷川清掃工場第３プラント(プラント施設を除く）、臨時保育室（サダ西・渚西） 

築年数が経過、利用者の安全性確保が必要 

資材や人件費の価格高騰の反映が必要 

施設の実態の把握及び 
公共施設マネジメント推進計画と連携 

計画の推進にあたり財政負担を抑制 
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ⅲ） 課 題 等 点検結果の効率的、効果的な活用が必要。 

 

 

対 応 

法定点検や調査結果を活用して工事の実施を検討します。 

また、保全工事の時期や優先付け、点検の実施及び結果を 

共有化します。 

【主な取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 第Ⅳ期実施計画期間の保全費用 

第Ⅳ期実施計画期間（令和 8 年度(2026 年度)～令和 12 年度(2030 年度)）5 か年間の

保全費用を以下に示しています。なお、公共施設マネジメント推進計画の次期計画（令

和 8 年度(2026 年度)末策定予定）と整合を図る観点から、令和 8 年度(2026 年度)の費

用のみ示しています。 

第Ⅳ期全体の保全費用については、公共施設マネジメント推進計画と調整のうえ、 

策定します。                                    (億円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自主点検マニュアルのさらなる活用 

・点検結果、設計図面等のデータ化、蓄積による状態監視 

・施設別の保全の優先付け 

第Ⅲ期実施計画と第Ⅳ期実施計画における各年度の保全費用 

限られた財源を効果的に活用 

（百万円） 
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第Ⅲ期実施計画 総額約 40.7 億円 
(R3～R6 年度は実施額、R7 年度は予算額) 第Ⅳ期実施計画の総額は R8 年度末以降に策定 

年度 R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 計

第Ⅳ期実施計画 12.0



 

 

３－３ 対象施設の内訳 

➢ 対象施設の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
施設名 ：新築や対象施設の見直しにより、第Ⅳ期実施計画から対象に加える施設 

  

廃止・民営化（予定含）により第Ⅳ期実施計画から対象外とした施設 

京阪本線連続立体交差事業促進事務所、桜丘北保育所、阪保育所 
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用途 施設数 棟数 床面積(㎡)

市庁舎・支所 7 11 市庁舎本館 市庁舎分館

市庁舎別館 第２分館

市庁舎本館南側駐車場 第３分館（旧市民会館）

議員駐車場 輝きプラザきらら

来庁者自転車駐車場 津田支所

北部支所

事務所 9 10 北部別館 文化財課山田分室

サプリ村野 穂谷川清掃工場/管理棟

土木部中部別館
穂谷川清掃工場/第３プラント

 (プラント施設を除く)

シルバー作業所 東部清掃工場/管理棟

枚方市役所分室 希釈放流センター/管理棟

会館 5 6 職員会館 総合文化芸術センター/本館

教育文化センタ－ 総合文化芸術センター/別館

枚方公園青少年センター ひらかた夢工房

生涯学習 8 10 楠葉生涯学習市民センター 津田生涯学習市民センター

市民センター サダ生涯学習市民センター 津田生涯学習市民センター/駐車場棟

（併設図書館含） 御殿山生涯学習美術センター 菅原生涯学習市民センター

牧野生涯学習市民センター 菅原生涯学習市民センター/陶芸棟

牧野生涯学習市民センター/牧野北分館 南部生涯学習市民センター

健康福祉施設 10 13 障害者社会就労センター サンポエムひらかた

総合福祉センター くずは北デイサービスセンター

総合福祉センター/体育館 老人福祉センター楽寿荘

つどいの郷中宮（老人作業所） ファミリーポートひらかた

保健所（旧保健センター）本館 市立ひらかた子ども発達支援センター

保健所（旧保健センター）別館 旧保健所

総合福祉会館（ラポールひらかた）

保育所 9 9 枚方保育所 香里団地保育所

禁野保育所 菅原保育所

山田保育所 サダ西臨時保育室

藤田川保育所 渚西臨時保育室

楠葉野保育所

幼稚園 6 13 枚方幼稚園（2棟） 高陵幼稚園（3棟）

香里幼稚園（2棟） サダ幼稚園（3棟）

樟葉幼稚園（2棟） 田口山幼稚園（1棟）

図書館 6 7 中央図書館 宮之阪分室

中央図書館/車庫 香里園分室

香里ケ丘図書館 氷室分室

藤阪分室

社会体育施設 6 12 総合体育館 伊加賀スポーツセンター体育館

陸上競技場 野外活動センター/管理研修棟

渚市民体育館 野外活動センター/天体観測棟

サプリ村野スポーツセンター体育館 野外活動センター/ロッジ棟（5棟）

資料館 2 5 旧田中家鋳物民俗資料館/鋳物工場 枚方宿鍵屋資料館/主屋

旧田中家鋳物民俗資料館/主屋 枚方宿鍵屋資料館/別棟

旧田中家鋳物民俗資料館/管理棟

駐車場 7 7 第三公用車駐車場 枚方公園自転車駐車場

岡東町自動車駐車場 光善寺自転車駐車場

枚方市駅東自転車駐車場 香里園町自転車駐車場

枚方市駅西自転車駐車場

公園 3 5 王仁公園/事務所・更衣室棟 鏡伝池緑地事務所

王仁公園/機械棟 東部公園管理棟

王仁公園/シャワー･トイレ棟

書庫・防災倉庫 4 4 元山田幼稚園施設文化財収蔵庫 春日野倉庫

朝日丘備蓄倉庫 磯島倉庫

市営住宅 2 2 津田元町住宅 津田北町住宅 1,904.71

火葬場 1 1 やすらぎの杜 3,970.79

病院施設 1 1 市立ひらかた病院 31,824.00

86 116 259,146.94

27,938.51

施設名/棟名

41,622.39

15,501.44

38,587.88

23,076.24

1,661.05

3,596.84

7,786.09

11,213.62

25,066.72

2,025.30

20,802.82

2,568.54



 

 

３－４ 対象施設の実施計画 

➢ 各部位の改修時期等一覧  

本計画における各部位の改修時期等を下表のとおり示しています。 

なお、更新時期（サイクル）を定めていない部位については、保全費用縮減の観点

から、更新ではなく改修を適切に積み重ねることで維持保全を実施しています。 

 

区
分 部位名称 部位の具体例 (部位略称) 改修時期(サイクル) 更新時期(サイクル) 

建
築 

屋 根 
シート防水、塗膜防水 

アスファルト防水 
(屋 根) 

5 年・10 年 
※仕様等により異なる 

20 年・30 年 
※仕様等により異なる 

外 壁 
タイル張り、石張り 

複層仕上塗材、外壁塗装 
(外 壁) 10 年 

20 年・30 年 
※仕様等により異なる 

外 部 建 具 
鋼製建具 

アルミ製建具 
(外建具) 5 年 

30 年・40 年 
※仕様等により異なる 

内 装 
床シート張り、天井ボード張り 

壁クロス張り 
(内 装) 10 年  

内 部 建 具 鋼製建具、木製建具 (内建具) 5 年  

電
気 
設
備 

受 変 電 設 備 
変圧器 

高圧配電盤 
(受変電) 14 年 28 年 

幹 線 ・ 動 力 設 備 動力操作盤 (幹 線) 13 年  

電灯・コンセント設備 照明器具 (電 灯) 
7 年 ( LED 灯以外 ) 

15 年 ( LED 灯 ) 
 

静 止 形 電 源 直流電源装置 (静 止) 10 年 20 年 

通 信 ・ 情 報 設 備 LAN、電話、防犯設備 (通 信) 5 年  

防 災 設 備 自動火災報知設備 (防 災) 5 年 20 年 

避 雷 針 設 備 避雷設置端子箱、避雷導体 (避雷針) ― 28 年 

自 家 発 電 設 備 
非常用ディーゼル発電機 

非常用ガスタービン発電機 
(自家発) 10 年 30 年 

機
械 
設
備 

空 調 設 備 
空冷ヒートポンプ空調機 

吸収式冷温水発生機 
(空 調) 10 年 20 年 

換 気 設 備 
全熱交換器 

換気扇 
(換 気) 9 年  

給 水 設 備 
受水タンク 

高置タンク 
(給 水) 9 年 25 年 

給 湯 設 備 
温水ボイラー 

瞬間湯沸器 
(給 湯) 10 年  

排 水 設 備 各種排水管、排水ポンプ (排 水) 10 年 30 年 

衛 生 器 具 設 備 
水栓 

洗面器等の衛生陶器 
(衛生具) 9 年 25 年 

ガ ス 設 備 ガス配管 (ガ ス) 6 年  

消 火 設 備 
屋内消火栓、消火水槽 

スプリンクラー 
(消 火) 14 年  

昇 降 機 設 備 
エレベーター 

エスカレーター 
(昇降機) 10 年 30 年 

※ 改修時期（サイクル）及び更新時期（サイクル）については、「建築物のライフサイクルコスト（国土交通省 

大臣官房官庁営繕部監修、(一財）建築保全センター編集・発行)を参考に設定 
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H15

H7

H7

H1

H1

S63

S62

S61

S57

H19

R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030)
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H16

H5

H6

S62

S58

S50

H31

R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030)

S54

S58

H1

H3

H3

H3

H8

R8(2026)

S49

R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030)
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